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白
居
易
「
三
教
論
衡
」
に
つ
い
て

堀　
　
　

史　

人

	
キ
ー
ワ
ー
ド
：
白
居
易
、
三
教
、『
孝
経
』
解
釈
、
諷
諭

は
じ
め
に

白
居
易
の
「
三
教
論
衡
」（『
白
氏
文
集
』
巻
五
九
）
と
い
う
文
章
は
、
大
和
元
年
の
文
宗
の
誕
生
日
に
皇
帝
の
御
前
で
行
わ
れ
た
、

儒
仏
道
三
教
の
代
表
者
に
よ
る
討
論
の
記
録
で
あ
る
。
こ
の
討
論
に
、
白
居
易
は
儒
教
代
表
と
し
て
出
席
し
た
。

「
三
教
論
衡
」
は
、「
序
」・
問
答
・「
退
」
で
構
成
さ
れ
、
三
教
の
代
表
者
に
よ
る
問
答
が
こ
の
文
章
の
中
心
で
あ
る
。
開
会
の
挨
拶

と
し
て
の
「
序
」
の
前
に
は
、
さ
ら
に
白
居
易
が
自
ら
の
文
集
に
収
め
る
に
あ
た
っ
て
付
し
た
自
序
が
置
か
れ
て
い
る
。

こ
の
「
三
教
論
衡
」
に
つ
い
て
、
朱
金
城
氏
は
、
登
場
か
ら
退
場
ま
で
の
場
面
を
記
録
す
る
と
い
う
形
式
に
注
目
し
、
一
種
の
戯
劇

の
台
本
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る）

�
（

。
し
か
し
、
単
な
る
台
本
で
あ
れ
ば
、
白
居
易
は
自
序
ま
で
付
し
て
自
編
の
『
白
氏
長
慶
集
』
に
収

め
た
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、「
三
教
論
衡
」
に
見
え
る
経
書
解
釈
に
は
白
居
易
独
自
の
部
分
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、「
三

教
論
衡
」
の
具
体
的
な
表
現
に
則
し
て
、
白
居
易
の
経
書
解
釈
や
「
三
教
論
衡
」
執
筆
の
意
図
を
検
討
す
る
。



��

一
、
台
本
と
し
て
の
「
三
教
論
衡
」

　
「
三
教
論
衡
」
で
は
、
僧
侶
か
ら
儒
者
、
儒
者
か
ら
僧
侶
、
儒
者
か
ら
道
士
、
道
士
か
ら
儒
者
の
順
で
質
問
が
行
わ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ

の
質
問
は
「
問
」
と
「
難
」
の
二
段
構
え
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
最
後
に
行
わ
れ
る
道
士
か
ら
儒
者
白
居
易
へ
の
質
問
と
そ
の

答
え
を
見
て
み
よ
う
。

法
師
所
問
、「『
孝
經
』
云
、「
敬
一
人
則
千
萬
人
悦
」。
其
義
如
何
者
」。

　

法
師
の
問
う
所
、「『
孝
経
』
に
「
一
人
を
敬
す
れ
ば
則
ち
千
万
人
悦

よ
ろ
こ

ぶ
」
と
云
う
。
其
の
義
は
如
何
な
る
者
ぞ
」
と
。

道
士
の
「
問
」
に
対
し
、
白
居
易
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
。

�

謹
按
『
孝
經
』「
廣
要
道
章
」
云
、「
敬
者
禮
之
本
也
。
敬
其
君
則
臣
悦
、
敬
一
人
則
千
萬
人
悦
。
所
敬
者
寡
、
而
悦
者
衆
。
此
之

謂
要
道
也
」。

　

�

謹
ん
で
按
ず
る
に
『
孝
経
』「
広
要
道
章
」
に
云
う
、「
敬
と
は
、
礼
の
本
な
り
。
其
の
君
を
敬
す
れ
ば
則
ち
臣
悦
び
、
一
人
を

敬
す
れ
ば
則
ち
千
万
人
悦
ぶ
。
敬
す
る
所
の
者
は
寡

す
く
な

く
、
悦
ぶ
者
は
衆お

お
し
。
此
れ
を
こ
れ
要
道
と
謂
う
な
り
」
と
。

　

白
居
易
の
『
孝
経
』「
広
要
道
章
」
の
引
用
に
続
い
て
、
道
士
は
さ
ら
に
「
難
」
を
発
す
る
。

�

法
師
所
難
云
、「
凡
敬
一
人
則
合
一
人
悦
、
敬
二
人
則
合
二
人
悦
。
何
故
敬
一
人
而
千
萬
人
悦
」。
又
問
、「
所
悦
者
何
義
、
所
敬
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者
何
人
者
」。

　
�

法
師
の
難
ず
る
所
に
云
う
、「
凡
そ
一
人
を
敬
す
れ
ば
則
ち
合ま

さ
に
一
人
悦
ぶ
べ
し
。
二
人
を
敬
す
れ
ば
則
ち
合
に
二
人
悦
ぶ
べ

し
。
何
の
故
に
か
一
人
を
敬
し
て
千
万
人
悦
ぶ
や
」
と
。
又
た
問
う
、「
悦
ぶ
所
の
者
は
何
の
義
ぞ
。
敬
う
所
の
者
は
何
れ
の

人
な
る
か
」
と
。

道
士
の
「
な
ぜ
一
人
を
敬
し
て
千
万
人
も
の
人
が
悦
ぶ
こ
と
に
な
る
の
か
」
と
い
う
追
及
に
対
し
、
白
居
易
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
。

『
孝
經
』
所
云
「
一
人
」
者
、
謂
帝
王
也
。

　
『
孝
経
』
に
云
う
所
の
「
一
人
」
と
は
、
帝
王
を
謂
う
な
り
。

白
居
易
は
『
孝
経
』「
広
要
道
章
」
の
一
節
に
つ
い
て
、「
一
人
」
は
「
帝
王
」
す
な
わ
ち
皇
帝
で
あ
る
と
説
明
し
て
み
せ
た
。
こ
の

よ
う
に
「
三
教
論
衡
」
は
、
表
面
的
に
は
経
書
の
文
言
に
基
づ
く
問
答
が
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
討
論
の
行
わ
れ
た
場
面
が
文
宗
の
誕

生
日
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
単
な
る
経
書
解
釈
の
議
論
に
留
ま
ら
ぬ
意
味
を
持
ち
う
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
白
居
易
は
最

後
に
「
一
人
」
を
皇
帝
で
あ
る
と
説
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
三
教
が
皇
帝
の
も
と
に
帰
一
す
る
と
い
う
、
文
宗
の
誕
生
日
を
祝
う
に

ふ
さ
わ
し
い
に
ぎ
に
ぎ
し
い
結
論
へ
と
導
い
た
の
で
あ
る
。
白
居
易
「
三
教
論
衡
」
は
、
た
し
か
に
朱
金
城
氏
の
解
釈
の
よ
う
に
、
祝

賀
行
事
の
台
本
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
内
容
面
か
ら
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



�0

二
、
白
居
易
の
経
典
解
釈

（
一
）
伝
統
的
な
『
孝
経
』「
広
要
道
章
」
の
解
釈

こ
こ
で
、
白
居
易
が
述
べ
た
『
孝
経
』
の
解
釈
に
注
目
し
て
み
た
い
。
白
居
易
が
取
り
上
げ
た
「
広
要
道
章
」
の
一
節
を
、『
十
三

経
注
疏
』
所
収
『
孝
経
注
疏
』
で
確
認
し
て
み
よ
う
。［　

］
書
き
の
部
分
は
、
唐
の
玄
宗
に
よ
る
御
注
で
あ
る
。

禮
者
敬
而
已
矣
［
敬
者
、
禮
之
本
也
］。
故
敬
其
父
則
子
悦
、
敬
其
兄
則
弟
悦
、
敬
其
君
則
臣
悦
、
敬
一
人
而
千
萬
人
悦
［
居
上

敬
下
、
盡
得
懽
心
、
故
曰
悦
也
］。

　

�

礼
と
は
、
敬
な
る
の
み
［
敬
と
は
、
礼
の
本
な
り
］。
故
に
其
の
父
を
敬
す
れ
ば
則
ち
子
悦
び
、
其
の
兄
を
敬
す
れ
ば
則
ち
弟

悦
び
、
其
の
君
を
敬
す
れ
ば
則
ち
臣
悦
び
、
一
人
を
敬
す
れ
ば
千
万
人
悦
ぶ
［
上
に
居
り
て
下
を
敬
す
れ
ば
、
尽
く
懽
心
を
得
。

故
に
悦
ぶ
と
曰
う
な
り
］。

白
居
易
が
「
三
教
論
衡
」
に
引
い
た
「
敬
と
は
、
礼
の
本
な
り
」
と
い
う
一
文
は
、『
孝
経
』
の
本
文
で
は
な
く
、
唐
の
玄
宗
の
御

注
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、「
上
に
居
り
て
下
を
敬
す
れ
ば
、
尽
く
懽
心
を
得
。
故
に
悦
ぶ
と
曰
う
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
玄
宗
の
御

注
に
基
づ
け
ば
、「
敬
」
の
主
体
は
上
位
者
で
あ
り
、
敬
意
の
対
象
で
あ
る
「
一
人
」
と
は
下
位
に
い
る
者
の
一
人
で
、
特
定
の
誰
か

に
限
定
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
宋
代
に
な
る
と
邢
昺
が
『
孝
経
』
に
疏
を
付
し
て
い
る
が
、
彼
の
解
釈
も
御
注
を
敷
衍
す
る
も
の
で
あ
る
。
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天
子
敬
人
之
父
、
則
其
子
皆
悦
、
敬
人
之
兄
、
則
其
弟
皆
悦
、
敬
人
之
君
、
則
其
臣
皆
悦
、
此
皆
敬
父
兄
及
君
一
人
、
則
其
子
弟

及
臣
千
萬
人
皆
悦
、
故
其
所
敬
者
寡
、
而
悦
者
衆
。

　

�
天
子
、
人
の
父
を
敬
す
れ
ば
則
ち
其
の
子
皆
悦
び
、
人
の
兄
を
敬
す
れ
ば
則
ち
其
の
弟
皆
悦
び
、
人
の
君
を
敬
す
れ
ば
則
ち
其

の
臣
皆
悦
ぶ
。
此
れ
皆
父
・
兄
及
び
君
一
人
を
敬
す
れ
ば
則
ち
其
の
子
・
弟
及
び
臣
千
万
人
皆
悦
ぶ
。
故
に
其
の
敬
す
る
所
の

者
は
寡
く
、
悦
ぶ
者
は
衆
し
。

ま
た
、
玄
宗
の
御
注
が
付
さ
れ
る
前
の
『
古
文
孝
経
』
孔
安
国
の
伝
で
も
、「
一
人
」
は
特
定
の
一
人
に
限
定
さ
れ
な
い
。

一
人
者
、
各
謂
其
父
兄
君
。
千
萬
人
者
、
羣
子
弟
及
臣
也
。

　

一
人
と
は
、
お
の
お
の
其
の
父
・
兄
・
君
を
謂
う
。
千
万
人
は
、
群
子
・
弟
及
び
臣
な
り

（
２
）。

以
上
の
よ
う
に
、
伝
統
的
な
『
孝
経
』
解
釈
に
お
い
て
は
、「
一
人
」
と
は
「
父
・
兄
・
君
」
の
う
ち
の
一
人
で
あ
り
、
特
定
の
一

人
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、「
敬
」
と
は
上
か
ら
下
へ
の
敬
意
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、「
三
教
論
衡
」
で
白
居
易
が
述
べ
た
答
え
は
、
伝
統
的
な
『
孝
経
』
解
釈
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
先
に
引
い
た�

「『
孝
経
』
に
云
う
所
の
「
一
人
」
と
は
、
帝
王
を
謂
う
な
り
」
と
い
う
一
文
に
続
い
て
、
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

王
者
無
二
、
故
曰
一
人
。
非
謂
臣
下
衆
庶
中
之
一
人
也
。
若
臣
下
、
敬
一
人
則
一
人
悦
、
敬
二
人
則
二
人
悦
。
若
敬
君
上
、
雖
一

人
即
千
萬
人
悦
。
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�

王
者
は
二
と
無
く
、
故
に
一
人
と
曰
う
。
臣
下
衆
庶
の
中
の
一
人
を
謂
う
に
非
ざ
る
な
り
。
若
し
臣
下
な
れ
ば
、
一
人
を
敬
す

れ
ば
則
ち
一
人
悦
び
、
二
人
を
敬
す
れ
ば
則
ち
二
人
悦
ぶ
。
若
し
君
上
を
敬
す
れ
ば
、
一
人
と
雖
も
即
ち
千
万
人
悦
ぶ
。

白
居
易
は
「
一
人
」
を
「
帝
王
」
す
な
わ
ち
皇
帝
に
限
定
し
、「
敬
」
と
は
皇
帝
に
対
す
る
敬
意
、
下
か
ら
上
へ
の
ベ
ク
ト
ル
を
持

つ
も
の
だ
と
説
明
し
て
見
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
『
十
三
経
注
疏
』
へ
と
流
れ
て
い
く
伝
統
的
な
『
孝
経
』
解
釈
の
中

に
は
一
切
無
い
。
で
は
、
こ
の
「
一
人
」
を
帝
王
と
す
る
見
方
は
、
白
居
易
独
自
の
解
釈
な
の
だ
ろ
う
か
。

（
二
）
伝
統
と
異
な
る
解
釈
の
流
れ

『
孝
経
』
に
は
、
白
居
易
が
「
三
教
論
衡
」
の
中
で
取
り
上
げ
た
「
広
要
道
章
」
の
ほ
か
に
も
、「
一
人
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い

る
と
こ
ろ
が
二
か
所
あ
る
。

一
つ
目
は
、「
天
子
章
」
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
「「
甫
刑
」
云
、「
一
人
有
慶
、
兆
民
頼
之
」（「
甫
刑
」
に
云
う
、「
一
人
慶
有
ら
ば
、

兆
民
こ
れ
に
頼
る
」）」
と
あ
り
、
玄
宗
は
「
一
人
、
天
子
也
（
一
人
と
は
、
天
子
な
り
）」
と
い
う
御
注
を
付
し
て
い
る
。
こ
の
一
節
は
、

玄
宗
御
注
に
「「
甫
刑
」
は
、
即
ち
『
尚
書
』「
呂
刑
」
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、『
尚
書
』
の
「
周
書
・
呂
刑
」
篇
の
「
一
人
有
慶
、

兆
民
頼
之
、
其
寧
惟
永
（
一
人
に
慶
有
ら
ば
、
兆
民
こ
れ
に
頼
り
、
其
の
寧や

す

き
こ
と
惟こ

れ
永
か
ら
ん（

３
））」

と
い
う
一
節
か
ら
一
部
を
引

用
し
た
も
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
は
、『
孝
経
』「
卿
大
夫
章
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
『
詩
経
』
を
引
い
て
、「『
詩
』
云
、「
夙
夜
匪
懈
、
以
事
一
人
」（『
詩
』

に
云
う
、「
夙
夜
懈お

こ
た

ら
ず
、
以
て
一
人
に
事つ

か

う
」）」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
部
分
に
対
す
る
玄
宗
の
御
注
は
、「
卿
大
夫
能
早
夜
不
惰
、
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敬
事
其
君
也
（
卿
大
夫
、
能
く
早
夜
に
惰お

こ
た

ら
ず
、
其
の
君
に
敬
事
す
る
な
り
）」
と
あ
り
、
こ
こ
で
も
や
は
り
「
一
人
」
は
「
敬
事
」

の
対
象
と
し
て
の
「
君
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
よ
う
に
、『
孝
経
』
の
な
か
に
は
、「
一
人
」
と
い
う
語
で
帝
王
を
指
す
例
が
存
在
す
る
。
ま
た
、「
天
子
章
」
が
引
く
「
一
人

慶
有
ら
ば
、
兆
民
こ
れ
に
頼
る
」
と
い
う
『
尚
書
』
の
文
言
は
、「
一
人
」
を
「
兆
民
」
と
い
う
大
き
な
数
と
対
比
さ
せ
て
い
る
と
い

う
点
で
、『
孝
経
』「
広
要
道
章
」
の
「
一
人
を
敬
す
れ
ば
則
ち
千
万
人
悦
ぶ
」
と
い
う
表
現
に
類
似
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、「
広

要
道
章
」
に
お
い
て
も
こ
れ
ら
の
解
釈
と
同
様
に
「
一
人
」
を
帝
王
と
す
る
見
方
が
潜
在
的
に
は
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

現
に
、
元
代
の
『
孝
経
直
解
』
に
、「
広
要
道
章
」
に
お
け
る
「
一
人
」
を
「
天
子
」
に
限
定
す
る
、
白
居
易
と
同
じ
解
釈
を
見
つ

け
る
こ
と
が
で
き
る
。『
孝
経
直
解
』
は
、
元
末
に
貫
雲
石
が
著
し
た
絵
入
り
の
『
孝
経
』
口
語
訳
本
で
あ
る
。「
広
要
道
章
」
の
一
節

に
つ
い
て
、
貫
雲
石
は
次
の
［　

］
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

故
敬
其
父
則
子
悦
、
敬
其
兄
則
弟
悦
、
敬
其
君
則
臣
悦
、
敬
一
人
而
千
萬
人
悦
［
這
般
敬
重
他
父
呵
、
孩
兒
懽
喜
。
敬
重
他
哥
哥

呵
、
兄
弟
懽
喜
。
敬
重
他
在
上
人
呵
、
已
下
懽
喜
。
敬
重
天
子
呵
、
天
下
人
都
懽
喜
］。

　

�

故
に
其
の
父
を
敬
す
れ
ば
則
ち
子
悦
び
、
其
の
兄
を
敬
す
れ
ば
則
ち
弟
悦
び
、
其
の
君
を
敬
す
れ
ば
則
ち
臣
悦
び
、
一
人
を
敬

す
れ
ば
千
万
人
悦
ぶ
［
こ
の
よ
う
に
父
を
敬
す
れ
ば
息
子
が
喜
ぶ
。
兄
を
敬
す
れ
ば
弟
が
喜
ぶ
。
そ
の
上
に
い
る
人
を
敬
す
れ

ば
そ
の
下
に
い
る
人
が
喜
ぶ
。
天
子
を
敬
す
れ
ば
、
天
下
の
人
は
み
な
喜
ぶ（

４
）］。

右
で
は
、
貫
雲
石
が
「
一
人
」
を
「
天
子
」
と
解
釈
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
白
居
易
が
「
三
教
論

衡
」
の
中
で
説
明
し
て
み
せ
た
「
一
人
」
と
は
「
帝
王
」
で
あ
る
と
い
う
解
釈
は
、
必
ず
し
も
特
異
な
も
の
と
は
言
え
な
い
。『
孝
経
』
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「
広
要
道
章
」
に
お
け
る
「
一
人
」
に
つ
い
て
、
伝
統
的
な
解
釈
と
は
別
に
、
白
居
易
や
貫
雲
石
の
よ
う
に
解
釈
す
る
流
れ
が
存
在
し

た
こ
と
が
想
像
で
き
る
。
白
居
易
は
、
そ
の
よ
う
な
伝
統
と
は
異
な
る
解
釈
に
依
っ
て
「
三
教
論
衡
」
の
論
を
展
開
し
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

三
、
白
居
易
「
三
教
論
衡
」
の
意
図

（
一
）『
左
伝
』
の
引
用

最
後
に
、
白
居
易
が
「
三
教
論
衡
」
を
自
編
文
集
に
収
め
た
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。『
孝
経
』「
広
要
道
章
」
の
「
一
人
」
を
め
ぐ

る
白
居
易
の
発
言
を
、
注
意
深
く
読
ん
で
み
よ
う
。

白
居
易
は
、「
一
人
」
と
は
「
帝
王
」
で
あ
る
と
述
べ
た
の
ち
、「
何
以
明
之
（
何
を
以
て
か
こ
れ
を
明
ら
か
に
せ
ん
）」
と
言
い
、

そ
の
理
由
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
。「
一
人
」
を
帝
王
と
す
る
解
釈
が
『
尚
書
』
や
『
孝
経
』
の
ほ
か
の
部
分
に
見
え
る
こ
と
は
、
既

に
確
認
し
た
。
こ
こ
で
も
そ
れ
ら
を
引
用
す
れ
ば
説
明
で
き
る
は
ず
で
あ
る
が
、
白
居
易
は
そ
う
し
な
か
っ
た
。

設
如
有
人
盡
忠
於
國
、
盡
敬
於
君
、
天
下
見
之
、
何
人
不
悦
。
豈
止
千
萬
人
乎
。
設
如
有
人
不
忠
於
國
、
不
敬
於
君
、
天
下
見
之
、

何
人
不
怒
。
亦
豈
止
千
萬
人
乎
。

　

�

も
し
人
の
忠
を
国
に
尽
く
し
、
敬
を
君
に
尽
く
す
も
の
有
ら
ば
、
天
下
こ
れ
を
見
て
、
何
人
か
悦
ば
ざ
ら
ん
。
豈
に
止た

だ
に
千

万
人
の
み
な
ら
ん
や
。
も
し
人
の
国
に
不
忠
に
し
て
、
君
に
不
敬
な
る
も
の
有
ら
ば
、
天
下
こ
れ
を
見
て
、
何
人
か
怒
ら
ざ
ら

ん
。
亦
た
豈
に
止
に
千
万
人
の
み
な
ら
ん
や
。
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こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
国
家
は
、「
君
」「
人
」「
天
下
」、
す
な
わ
ち
皇
帝
・
臣
下
・
民
の
三
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

な
か
で
、
あ
る
臣
下
が
皇
帝
を
敬
し
て
い
れ
ば
そ
れ
を
見
て
天
下
万
民
は
悦
び
、
逆
に
不
敬
で
あ
れ
ば
天
下
万
民
は
怒
る
の
だ
、
と
白

居
易
は
述
べ
る
。
こ
こ
で
は
、
臣
下
か
ら
皇
帝
へ
の
「
敬
」
と
、
民
の
「
悦
」
と
は
相
関
関
係
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

そ
し
て
、「
敬
」
と
は
臣
下
か
ら
皇
帝
へ
の
敬
意
で
あ
る
以
上
、
敬
意
の
対
象
で
あ
る
皇
帝
は
「
敬
」
を
受
け
る
だ
け
の
資
格
が
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、皇
帝
が
正
し
い
状
態
に
あ
れ
ば
、臣
下
か
ら
「
敬
」
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、そ
の
よ
う
す
を
見
て
民
は
「
悦
」

び
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
逆
に
、
も
し
臣
下
が
「
不
敬
」
で
あ
り
、
民
が
「
怒
」
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
皇
帝
が
正
し

い
状
態
に
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
臣
下
と
民
が
支
持
し
て
は
じ
め
て
存
在
で
き
る
皇
帝
の
姿
で
あ
る
。

続
い
て
白
居
易
は
焦
点
を
「
敬
」
か
ら
「
礼
」
へ
と
移
し
、
や
は
り
「
礼
」
が
正
し
く
行
わ
れ
て
い
れ
ば
民
は
上
位
者
を
積
極
的
に

支
持
す
る
の
だ
、
と
説
明
す
る
。
こ
れ
は
、『
春
秋
左
氏
伝
』
僖
公
十
一
年
の
伝
に
、「
禮
、
國
之
幹
也
。
敬
、
禮
之
輿
也
。
不
敬
則
禮

不
行
、
禮
不
行
則
上
下
昏
（
礼
は
国
の
幹
な
り
。
敬
は
礼
の
輿
な
り
。
敬
せ
ざ
れ
ば
則
ち
礼
行
わ
れ
ず
、
礼
行
わ
れ
ざ
れ
ば
則
ち
上
下

昏
し
）」
と
あ
る
よ
う
に
、「
敬
」
は
「
礼
」
と
同
様
の
概
念
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

然
敬
即
禮
也
、
禮
即
敬
也
。
故
『
傳
』
云
、「
見
有
禮
於
其
君
者
、
事
之
如
孝
子
之
養
父
母
也
。」
如
此
則
豈
獨
空
悦
乎
。
亦
將
事

而
養
之
也
。「
見
無
禮
於
其
君
者
、
誅
之
如
鷹
鸇
之
逐
鳥
雀
也
。」
如
此
則
豈
獨
空
不
悦
乎
。
亦
將
逐
而
誅
之
也
。

　

�

し
か
れ
ば
、
敬
は
即
ち
礼
な
り
、
礼
は
即
ち
敬
な
り
。
故
に
『
伝
』
に
云
う
、「
其
の
君
に
礼
有
る
者
を
見
れ
ば
、
こ
れ
に
事

う
る
こ
と
孝
子
の
父
母
を
養
う
が
如
く
せ
よ
」
と
。
此
く
の
如
く
す
れ
ば
則
ち
豈
に
独
り
空
し
く
悦
ば
ん
や
。
亦
た
将
に
事
え

て
こ
れ
を
養
わ
ん
と
す
る
な
り
。「
其
の
君
に
礼
無
き
者
を
見
れ
ば
、こ
れ
を
誅
す
る
こ
と
鷹よ

う
せ
ん鸇

の
鳥
雀
を
逐お

う
が
如
く
せ
よ
」
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と
。
此
く
の
如
く
す
れ
ば
則
ち
豈
に
独
り
空
し
く
悦
ば
ざ
ら
ん
や
。
亦
た
将
に
逐
い
て
こ
れ
を
誅
せ
ん
と
す
る
な
り
。

こ
こ
に
引
用
さ
れ
て
い
る
『
伝
』
の
こ
と
ば
は
、『
春
秋
左
氏
伝
』
文
公
十
八
年
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
。
莒
の
紀
公
に
は
僕
と
い

う
太
子
が
い
た
が
、
季
佗
と
い
う
子
を
愛
し
て
太
子
僕
を
し
り
ぞ
け
、
そ
の
上
、
国
に
「
無
礼
」
な
行
い
が
多
く
あ
っ
た
た
め
、
太
子

僕
は
君
主
の
紀
公
を
弑
殺
し
、
魯
に
亡
命
し
た
。
魯
の
宣
公
は
太
子
僕
に
邑
を
与
え
よ
う
と
し
た
が
、
大
夫
の
季
文
子
は
反
対
し
て
太

子
僕
を
国
外
退
去
に
処
し
た
。
そ
の
と
き
、
季
文
子
は
以
前
の
大
夫
か
ら
教
え
ら
れ
た
こ
と
ば
と
し
て
「
其
の
君
に
礼
有
る
者
を
見
れ

ば
、
こ
れ
に
事
う
る
こ
と
孝
子
の
父
母
を
養
う
が
如
く
せ
よ
。
其
の
君
に
礼
無
き
者
を
見
れ
ば
、
こ
れ
を
誅
す
る
こ
と
鷹
鸇
の
鳥
雀
を

逐
う
が
如
く
せ
よ
」
の
文
句
を
引
き
、
太
子
僕
は
君
主
へ
の
礼
を
失
し
た
者
だ
か
ら
追
い
出
す
の
だ
、
と
理
由
を
説
明
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
物
騒
な
事
件
を
背
景
に
も
つ
言
葉
を
、
白
居
易
は
な
ぜ
文
宗
の
誕
生
日
を
祝
う
席
で
持
ち
出
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

実
は
、「
三
教
論
衡
」
の
行
わ
れ
た
大
和
元
年
の
降
誕
日
は
文
宗
即
位
後
最
初
の
聖
節
で
あ
り
、
前
年
に
は
先
代
の
敬
宗
が
「
褊
急
」

（
こ
せ
こ
せ
し
た
さ
ま
）
で
力
士
を
「
配
流
」（
流
罪
）・「
籍
没
」（
家
財
没
収
）
し
た
り
、
宦
官
を
「
捶
撻
」（
鞭
打
ち
）
す
る
な
ど
し

て
「
怨
」
み
か
つ
「
懼
」
れ
ら
れ
て
い
た
た
め
、
宦
官
ら
に
弑
殺
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
て
い
る
（『
資
治
通
鑑
』
巻
二
四
三
）。

『
左
伝
』
に
お
い
て
も
、
君
主
が
国
に
多
く
の
「
無
礼
」
を
行
っ
た
た
め
に
臣
下
に
「
其
の
君
に
礼
無
き
」
者
が
現
れ
た
、
と
い
う
背

景
が
あ
っ
た
。
白
居
易
が
『
左
伝
』
を
引
用
し
た
の
は
、
文
宗
即
位
前
の
大
逆
事
件
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
白
居
易
が
言
祝

ぎ
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
こ
と
ば
を
あ
え
て
盛
り
込
ん
だ
の
は
、
文
宗
に
対
し
、
皇
帝
が
正
し
い
状
態
に
無
け
れ
ば
国
家
全
体
が
混
乱

す
る
、
と
い
う
警
句
を
投
げ
か
け
る
た
め
で
あ
り
、
皇
帝
は
国
家
の
中
心
で
あ
る
と
い
う
自
覚
を
持
ち
、
身
を
正
し
て
臣
下
衆
庶
に
目

を
向
け
て
ほ
し
い
、
と
い
う
願
い
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
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（
二
）
新
楽
府
「
驃
国
楽
」

こ
の
よ
う
な
白
居
易
の
国
家
観
は
、
白
居
易
五
十
六
歳
時
の
「
三
教
論
衡
」
に
お
い
て
初
め
て
発
露
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
同

様
の
考
え
は
、
彼
が
三
十
八
歳
の
時
に
作
っ
た
新
楽
府
、
と
り
わ
け
「
驃
国
楽
」（
巻
三
）
の
な
か
に
顕
著
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

「
驃
国
楽
」
と
は
、
驃
国
と
い
う
外
国
の
音
楽
で
あ
る
。
新
楽
府
の
序
文
に
は
「
欲
王
化
之
先
邇
後
遠
也
（
王
化
の
邇ち

か

き
を
先
に
し

遠
き
を
後
に
す
る
を
欲
す
る
な
り
）」
と
あ
り
、
遠
く
よ
り
も
近
く
の
民
に
目
を
向
け
て
ほ
し
い
と
い
う
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

「
驃
国
楽
」
の
前
半
に
は
、
皇
帝
と
臣
下
の
よ
う
す
が
描
か
れ
て
い
る
。
驃
国
か
ら
献
上
さ
れ
た
音
楽
に
皇
帝
は
自
ら
耳
を
傾
け
、

驃
国
は
臣
従
を
願
い
出
る
。

驃
國
樂　

驃
國
樂　
　
　
　
　
　
　

驃
国
の
楽　

驃
国
の
楽

出
自
大
海
西
南
角　
　
　
　
　
　
　

大
海
の
西
南
の
角
よ
り
出
づ

雍
羌
之
子
舒
難
陁　
　
　
　
　
　
　

雍
羌
の
子
の
舒
難
陁

來
獻
南
音
奉
正
朔　
　
　
　
　
　
　

来
た
り
て
南
音
を
献
じ
て
正
朔
を
奉
ず

先
ほ
ど
の
「
三
教
論
衡
」
の
図
式
に
依
れ
ば
、
こ
こ
で
は
皇
帝
た
る
徳
宗
に
対
し
、
臣
下
た
る
驃
国
の
者
は
音
楽
と
い
う
形
で
皇
帝

を
「
敬
」
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

前
半
部
で
は
、
こ
の
あ
と
驃
国
の
音
楽
が
実
際
に
上
演
さ
れ
、
百
官
が
驃
国
の
臣
従
を
讃
美
す
る
さ
ま
が
描
か
れ
る
が
、
後
半
に
入

る
と
、「
驃
国
楽
」
は
が
ら
り
と
雰
囲
気
を
変
え
る
。
以
下
は
、
あ
る
老
農
夫
が
皇
帝
や
臣
下
の
よ
う
す
を
見
て
、
独
り
ご
ち
る
よ
う



��

す
で
あ
る
。

時
有
擊
壌
老
農
父　
　
　
　
　
　
　

時
に
撃
壌
す
る
老
農
父
有
り

暗
測
君
心
閑
獨
語　
　
　
　
　
　
　

暗
に
君
の
心
を
測
り
て
閑

い
た
ず

ら
に
独
語
す

聞
君
政
化
甚
聖
明　
　
　
　
　
　
　

聞
く�

君
の
政
化
は
甚
だ
聖
明
に
し
て

欲
感
人
心
致
太
平　
　
　
　
　
　
　

人
心
を
感
ぜ
し
め
太
平
を
致
さ
ん
と
欲
す
と

感
人
在
近
不
在
遠　
　
　
　
　
　
　

人
を
感
ぜ
し
む
る
は
近
き
に
在
る�

遠
き
に
在
ら
ず

太
平
由
實
非
由
聲　
　
　
　
　
　
　

太
平
は
実
に
由
る�

声
に
由
る
に
非
ず

觀
身
理
國
國
可
濟　
　
　
　
　
　
　

身
を
観
て
国
を
理

お
さ
む

れ
ば�

国�

済す
く

う
べ
し

君
如
心
兮
民
如
體　
　
　
　
　
　
　

君
は
心
の
如
く
民
は
体
の
如
し

體
生
疾
苦
心
憯
悽　
　
　
　
　
　
　

体
に
疾
苦
を
生
ず
れ
ば�

心�

憯
悽
た
り

民
得
和
平
君
愷
悌　
　
　
　
　
　
　

民�

和
平
を
得
れ
ば�

君�

愷
悌
た
り

貞
元
之
民
若
未
安　
　
　
　
　
　
　

貞
元
の
民�
若
し
未
だ
安
か
ら
ず
ん
ば

驃
樂
雖
聞
君
不
歡　
　
　
　
　
　
　

驃
楽�

聞
く
と
雖
も�
君
は
歓
ば
ず

貞
元
之
民
苟
無
病　
　
　
　
　
　
　

貞
元
の
民�

苟も

し
病
無
く
ん
ば

驃
樂
不
來
君
亦
聖　
　
　
　
　
　
　

驃
楽�

来
た
ら
ざ
れ
ど
も�
君
は
亦
た
聖
な
り

驃
樂
驃
樂
徒
喧
喧　
　
　
　
　
　
　

驃
楽�

驃
楽�

徒
い
た
ず

ら
に
喧
喧
た
り
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不
如
聞
此
芻
蕘
言　
　
　
　
　
　
　

此
の
芻す

う
じ
ょ
う蕘

の
言
を
聞
く
に
如
か
ず

皇
帝
は
心
、
民
は
体
で
あ
っ
て
、
心
と
体
の
健
康
状
態
が
リ
ン
ク
し
て
い
る
よ
う
に
、
皇
帝
と
民
の
状
態
も
相
関
関
係
に
あ
る
。
そ

の
た
め
、
皇
帝
が
正
し
い
状
態
に
な
け
れ
ば
、
民
も
「
和
平
を
得
る
」
こ
と
は
で
き
な
い
。
老
農
夫
が
嘆
き
を
発
し
て
い
る
の
は
、
体

た
る
民
が
「
安
か
ら
ざ
る
」
状
態
に
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
心
た
る
皇
帝
が
音
楽
を
耳
に
し
て
「
歓
」
ぶ
、
と
い
う
あ
り
さ
ま
だ

か
ら
で
あ
る
。

や
は
り
こ
こ
で
も
白
居
易
が
意
識
し
て
い
る
の
は
、
皇
帝
を
頂
点
と
し
、
そ
の
下
に
臣
下
、
さ
ら
に
民
が
存
在
す
る
と
い
う
国
家
構

造
で
あ
る
。「
驃
国
楽
」
の
後
半
で
は
皇
帝
と
民
と
が
心
と
体
に
た
と
え
ら
れ
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、

皇
帝
の
状
態
と
民
の
状
態
と
は
相
関
関
係
に
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
皇
帝
が
正
し
い
状
態
に
あ
り
、
天
下
万
民
が
太
平
を
謳
歌
す
る

た
め
に
は
、「
此
の
芻
蕘
（
庶
民
）
の
言
を
聞
く
に
如
か
ず
」、
皇
帝
は
自
国
の
民
の
声
に
耳
を
傾
け
、
身
を
正
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ

れ
が
新
楽
府
「
驃
国
楽
」
の
趣
旨
で
あ
る
。

そ
し
て
、「
驃
国
楽
」
に
お
け
る
「
君
」
と
「
民
」
と
の
関
係
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
「
三
教
論
衡
」
に
お
け
る
「
君
」
と
「
天
下
」

の
関
係
に
等
し
い
。
新
楽
府
に
込
め
ら
れ
た
諷
諭
の
意
識
は
、「
三
教
論
衡
」
の
な
か
に
も
現
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

白
居
易
「
三
教
論
衡
」
に
見
え
る
、『
孝
経
』「
広
要
道
章
」
の
「
一
人
」
を
「
帝
王
」
に
限
定
す
る
解
釈
は
、
伝
統
的
な
解
釈
に
は

見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
伝
統
と
は
異
な
る
流
れ
の
中
に
存
在
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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白
居
易
が
あ
え
て
伝
統
と
異
な
る
解
釈
を
と
っ
て
「
一
人
」
を
「
帝
王
」
で
あ
る
と
説
明
し
た
の
は
、
単
に
祝
賀
行
事
に
ふ
さ
わ
し

い
お
め
で
た
い
結
論
を
も
た
ら
す
た
め
だ
け
で
な
く
、
臣
下
と
民
が
あ
っ
て
こ
そ
皇
帝
は
存
在
で
き
る
と
い
う
彼
の
国
家
観
を
展
開
す

る
た
め
で
あ
っ
た
。「
三
教
論
衡
」
は
、
新
楽
府
同
様
に
自
身
の
国
家
観
を
も
と
に
し
た
諷
諭
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ
た
文
章
だ

か
ら
こ
そ
、
彼
は
自
序
を
付
し
て
自
編
文
集
に
収
め
、
後
世
に
伝
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

注　

本
稿
に
引
用
し
た
白
居
易
の
詩
文
と
巻
数
は
、『
白
氏
文
集
』（『
四
部
叢
刊
初
編
』
集
部
）
に
よ
っ
た
。

（
1
）�

朱
金
城
『
白
居
易
集
箋
校
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
八
年
）
三
六
八
二
～
三
六
八
三
頁

（
2
）�

『
古
文
孝
經
』
足
利
本
「
広
要
道
章
第
十
五
」（
足
利
學
校
遺
蹟
圖
書
館
、
一
九
三
一
年
）

（
3
）�

『
十
三
經
注
疏
』
所
収
『
尚
書
正
義
』「
周
書
・
呂
刑
」

（
4
）�

太
田
辰
夫
・
佐
藤
晴
彦�

編
『
故�
林
秀
一
氏
舊
藏�

元
版
孝
經
直
解
』（
汲
古
書
院
、
一
九
九
六
年
）、
三
八
～
三
九
頁

�

（
大
学
院
博
士
後
期
課
程
学
生
）
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要旨

關於白居易的〈三教論衡〉

堀　　　史　人

白居易的〈三教論衡〉是在皇帝生日所舉行的儒・佛・道三教代表者的

討論的記錄。白居易的這一作品歷來被認為是一種戲劇的腳本。

在這一文章中，白居易將《孝經》〈廣要道章〉的“敬一人則千萬人悅”

句中的“一人”解釋為“帝王”。這一詮釋在匯總於《十三經註疏》的傳統的

《孝經》解釋中是不存在的。可是，通過元代《孝經直解》的與白居易相同的

解釋的事實，與傳統相異的《孝經》解釋的存在是有可能的。白居易就是依據

這一相異的解釋而展開了〈三教論衡〉的論述吧。

此外，〈三教論衡〉中反映了白居易的國家観念。白居易在新樂府〈驃國

樂〉中敘述了皇帝與庶民的狀態在於其相關關係中，並對皇帝的應有姿態進行

了諷喻。於此相同的意識同樣表現在他的〈三教論衡〉中。〈三教論衡〉並不

是單純的腳本，正因為其包含了白居易在新樂府中的對皇帝的諷喻的意象，所

以它才被白居易附之自序收錄到自編文集中。




